
小美玉市水道事業管理規程第３号 

 

 

小美玉市給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

 

 

令和８年６月３０日  

 

小美玉市長  島田 幸三   



小美玉市給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 

小美玉市給水条例施行規程（平成 18年小美玉市水道事業管理規程第８号）の

一部を次のように改正する。 

 

様式第５号の２中「営業時間：午前８：３０～午後５：１５」を「受付時間：

平日８：４５～１６：３０」に改める。 

 

附 則 

この規程は、令和８年７月１日から施行する。 



 

小美玉市給水条例施行規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第8号)新旧対照表 

改正案 現行 

様式第5号の2(第11条関係) 

（略） 

様式第5号の2(第11条関係) 

（略） 

 

 


